
過去3年間は
300万円超

または 10％以上

帳簿の記帳あり
かつ 書類の保存あり(※1)

収入金額
300万円超

その所得の収入金額が過去3年間は300万円以下で、
主たる収入に対する割合は10％未満か

業務に係る雑所得

その所得が過去
3年間の内、
黒字があり、

または
赤字を解消する
ための取組を
実施している

判定フローチャート図

帳簿の記帳なし または
書類の保存なし（※1）

収入金額
300万円以下

過去3年間は
300万円以下

かつ 10％未満

その所得が過去
3年間ともに
赤字であり、

かつ
赤字を解消する
ための取組を
実施していない

事業所得と
認められる
事実あり

事業所得と
認められる
事実なし

事業所得

※1取引ごとの売上高や経費を記載した帳簿や、請求書や領収書などを保存する必
要があります。
※2ここでいう「事業」とは、自己の責任をもって行うもので、営利目的かつ反復
継続して行うものであることに加えて、費やした肉体的労力の程度、人的・物的設
備の有無、その他の事実をもって総合勘案して社会通念上、「事業」と認められる
ものとされています。

事業所得と認められる事実があるか（※2）


